
 
 

 

西
北
五
広
域
福
祉
事
務
組
合
福
祉
サ
䤀
ビ
ス
苦
情
解
決
の
取
り
組
み
に
関
す
る
実
施
要
綱 

 
䥹
目
的
䥺 

第
一
条 
こ
の
要
綱
は
䣍
西
北
五
広
域
福
祉
事
務
組
合
䥹
以
下
䣓
組
合
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
運
営
す
る
森
田
学
園
䣍
ス
テ
䣹
プ
ア
䣹
プ
セ
ン
タ
䤀
も
り 

た
䣍
相
談
支
援
事
業
所
も
り
た
䣍
グ
ル
䤀
プ
ホ
䤀
ム
太
陽
の
家
及
び
短
期
入
所
事
業
な
ら
び
に
青
森
県
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
及
び
地
域
生
活 

支
援
事
業
䥹
市
町
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
る
日
中
一
時
支
援
事
業
及
び
相
談
支
援
事
業
䣎
以
下
䣓
地
域
生
活
支
援
事
業
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
福
祉
サ
䤀 

ビ
ス
に
係
る
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
等
䥹
以
下
䣓
利
用
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
䣍 

利
用
者
の
満
足
感
を
高
め
る
こ
と
や
早
急
な
虐
待
防
止
対
策
が
講
じ
ら
れ
䣍
利
用
者
個
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
と
と
も
に
䣍
利
用
者
が
福
祉
サ
䤀 

ビ
ス
を
適
切
に
利
用
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
䣍
苦
情
を
密
室
化
せ
ず
䣍
社
会
性
や
客
観
性
を
確
保
し
䣍
一
定
の
ル
䤀
ル
に
沿
䣬
た
方
法 

で
解
決
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
䣍
円
滑･

円
満
な
解
決
の
促
進
や
本
組
合
事
業
へ
の
信
頼
や
適
正
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 

 

䥹
苦
情
解
決
体
制
䥺 

第
二
条 

苦
情
の
円
滑
䣍
円
満
な
解
決
を
図
る
た
め
䣍
次
の
組
織
を
置
く
䣎 

施
設
䣍
事
業
所
又
は
事
業 

苦
情
解
決
責
任
者 

苦
情
受
付
担
当
者 

苦
情
解
決
を
客
観
的
に
解

決
す
る
た
め
の
者 

森
田
学
園 

短
期
入
所
事
業 
園
長 

園
長
補
佐 

    

第
三
者
委
員 

    

ス
テ
䣹
プ
ア
䣹
プ
セ
ン
タ
䤀
も
り
た 

地
域
生
活
支
援
事
業
䥹
日
中
一
時
支
援
事
業
䥺 

 

所
長 

 

 

所
長
補
佐 

 

相
談
支
援
事
業
所
も
り
た 

地
域
生
活
支
援
事
業
䥹
相
談
支
援
事
業
䥺 

 

所
長 

 

 

相
談
支
援
係
長 

 

グ
ル
䤀
プ
ホ
䤀
ム
太
陽
の
家 

所
長 

サ
䤀
ビ
ス
管
理
責
任
者 

青
森
県
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業 

園
長 

コ
䤀
デ
䣵
ネ
䤀
タ
䤀 



䥹
第
三
者
委
員
䥺 

第
三
条 

第
三
者
委
員
は
䣍
地
域
を
代
表
す
る
者
䣍
利
用
者
を
支
援
す
る
団
体
を
代
表
す
る
者
䣍
学
識
経
験
者
等
で
苦
情
解
決
を
円
滑
䣍
円
満
に
図 

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
䣍
信
頼
性
を
有
す
る
者
か
ら
䣍
西
北
五
広
域
福
祉
事
務
組
合
管
理
者
䥹
以
下
䣓
管
理
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
委
嘱
す
る
䣎 

２ 

第
三
者
委
員
は
中
立
䣍
公
正
の
確
保
の
た
め
二
名
以
上
と
す
る
䣎 

３ 

第
三
者
委
員
の
報
酬
は
無
報
酬
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
活
動
に
要
し
た
実
費
は
別
途
実
費
弁
償
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

４ 

管
理
者
は
䣍
第
三
者
委
員
が
職
務
の
遂
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
䣍
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
䣍
委 

嘱
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
䣎 

䥹
第
三
者
委
員
の
職
務
䥺 

第
四
条 

第
三
者
委
員
の
職
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

苦
情
受
付
担
当
者
䥹
以
下
䣓
担
当
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
受
け
付
け
た
苦
情
内
容
の
報
告
聴
取 

二 

苦
情
内
容
の
報
告
を
受
け
た
旨
の
苦
情
申
出
人
䥹
以
下
䣓
申
出
人
䣔
と
い
う
䣎
䥺
へ
の
通
知 

三 

利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
の
直
接
受
付 

四 

申
出
人
へ
の
助
言 

五 

苦
情
解
決
責
任
者
䥹
以
下
䣓
責
任
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
へ
の
助
言 

六 

申
出
人
と
責
任
者
の
話
し
合
い
へ
の
立
ち
会
い
䣍
助
言 

七 

責
任
者
か
ら
の
苦
情
に
係
わ
る
事
案
の
改
善
状
況
等
の
報
告
聴
取 

八 

日
常
的
な
状
況
把
握
と
意
見
傾
聴 

九 

青
森
県
運
営
適
正
委
員
会
か
ら
の
事
情
調
査
䣍
あ
䣬
せ
ん
及
び
必
要
と
認
め
る
状
況
把
握
に
関
す
る
こ
と 

 

䥹
第
三
者
委
員
の
任
期
䥺 

第
五
条 

第
三
者
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
再
任
は
妨
げ
な
い
䣎 

２ 

第
三
者
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
䣍
補
充
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
䣍
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
䣎 

䥹
担
当
者
の
職
務
䥺 

第
六
条 

担
当
者
の
職
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
の
受
付 

二 

苦
情
内
容
䣍
利
用
者
等
の
意
向
等
の
確
認
と
記
録 



三 

受
け
付
け
た
苦
情
及
び
そ
の
改
善
状
況
等
の
責
任
者
及
び
第
三
者
委
員
へ
の
報
告 

䥹
利
用
者
等
へ
の
周
知
䥺 

第
七
条 
責
任
者
は
䣍
利
用
者
等
に
対
し
て
責
任
者
䣍
担
当
者
及
び
第
三
者
委
員
の
氏
名
䣍
連
絡
先
や
苦
情
解
決
の
仕
組
み
に
つ
い
て
掲
示
䣍
パ
ン 

フ
レ
䣹
ト
の
配
布
等
に
よ
り
周
知
を
図
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
苦
情
の
受
付
等
䥺 

第
八
条 

担
当
者
は
䣍
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
を
随
時
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

担
当
者
は
䣍
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
受
付
に
際
し
䣍
次
の
事
項
を
福
祉
サ
䤀
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
受
付
書
䥹
様
式
第
一
号
䥺
に
記
録
し
䣍
そ
の 

内
容
に
つ
い
て
申
出
人
に
確
認
す
る
䣎 

一 

苦
情
の
内
容 

二 

申
出
人
の
希
望
等 

三 

第
三
者
委
員
へ
の
報
告
の
要
否 

四 

申
出
人
と
責
任
者
の
話
し
合
い
へ
の
第
三
者
委
員
の
助
言
䣍
立
ち
会
い
の
要
否 

３ 

責
任
者
並
び
に
第
三
者
委
員
も
直
接
苦
情
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の
場
合
䣍
責
任
者
並
び
に
第
三
者
委
員
は
そ
れ
を
担
当
者
へ
連 

絡
し
䣍
担
当
者
は
䣍
第
二
項
に
よ
り
処
理
す
る
䣎 

䥹
苦
情
受
付
の
報
告
䣍
確
認
䥺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
九
条 

担
当
者
は
䣍
受
け
付
け
た
苦
情
は
す
べ
て
責
任
者
及
び
第
三
者
委
員
に
報
告
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
申
出
人
が
第
三
者
委
員
へ
の
報
告
を
明
確 

に
拒
否
す
る
意
志
表
示
を
し
た
場
合
を
除
く
䣎 

２ 

投
書
な
ど
匿
名
の
苦
情
に
つ
い
て
も
福
祉
サ
䤀
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
受
付
書
䥹
様
式
第
一
号
䥺
に
記
録
し
䣍
前
項
に
よ
り
報
告
を
す
る
と
と
も 

に
䣍
必
要
な
対
応
を
行
う
䣎 

３ 

第
三
者
委
員
は
䣍
担
当
者
か
ら
苦
情
内
容
の
報
告
を
受
け
た
場
合
は
䣍
内
容
を
確
認
す
る
と
と
も
に
䣍
申
出
人
に
対
し
て
報
告
を
受
け
た
旨
を 

福
祉
サ
䤀
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
受
付
通
知
書
䥹
様
式
第
二
号
䥺
に
よ
り
通
知
す
る
䣎 

䥹
苦
情
解
決
の
話
し
合
い
䥺 

第
十
条 

第
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
が
不
要
な
場
合
は
䣍
申
出
人
と
責
任
者
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
図
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

責
任
者
は
申
出
人
と
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
に
努
め
る
䣎
そ
の
際
䣍
申
出
人
又
は
責
任
者
は
䣍
必
要
に
応
じ
て
第
三
者
委
員
の
助
言
を
求
め 

る
こ
と
が
で
き
る
䣎 



３ 

第
三
者
委
員
の
立
ち
会
い
に
よ
る
申
出
人
と
責
任
者
の
話
し
合
い
は
䣍
次
に
よ
り
行
う
䣎 

一 

第
三
者
委
員
に
よ
る
苦
情
内
容
の
確
認 

二 
第
三
者
委
員
に
よ
る
解
決
案
の
調
整
䣍
助
言 

三 

話
し
合
い
の
結
果
や
改
善
事
項
等
の
書
面
で
の
記
録
と
確
認 

䥹
苦
情
解
決
の
記
録
・
報
告
䥺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
十
一
条 

担
当
者
は
䣍
苦
情
受
付
か
ら
解
決
・
改
善
ま
で
の
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
書
面
䥹
様
式
第
一
号
䥺
に
記
録
を
す
る
䣎 

２ 

責
任
者
は
䣍
一
定
期
間
毎
に
苦
情
解
決
結
果
に
つ
い
て
第
三
者
委
員
に
報
告
し
䣍
必
要
な
助
言
を
受
け
る
䣎 

３ 

責
任
者
は
䣍
申
出
人
に
改
善
を
約
束
し
た
事
項
に
つ
い
て
䣍
申
出
人
及
び
第
三
者
委
員
に
対
し
て
䣍
一
定
期
間
経
過
後
䣍
福
祉
サ
䤀
ビ
ス
に
関 

す
る
苦
情
処
理
結
果
報
告
書
䥹
様
式
第
三
号
䥺
に
よ
り
報
告
す
る
䣎 

䥹
解
決
結
果
の
公
表
䥺 

第
十
二
条 

苦
情
解
決
の
結
果
に
つ
い
て
は
䣍
個
人
情
報
に
関
す
る
も
の
を
除
き
䣍
広
報
誌
等
へ
そ
の
実
績
を
掲
載
し
䣍
公
表
す
る
䣎 

 

䥹
虐
待
防
止
に
関
す
る
責
任
者
の
設
置
䥺 

第
十
三
条 

虐
待
を
未
然
に
防
止
し
䣍
虐
待
を
早
期
に
発
見
し
て
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
を
行
い
䣍
再
発
防
止
を
図
る
た
め
に
次
の
と
お
り
虐
待
防 

止
責
任
者
を
置
く
䣎 

施
設
䣍
事
業
所
又
は
事
業 

虐
待
防
止
責
任
者 

森
田
学
園 

短
期
入
所
事
業 
園
長 

ス
テ
䣹
プ
ア
䣹
プ
セ
ン
タ
䤀
も
り
た 

地
域
生
活
支
援
事
業
䥹
日
中
一
時
支
援
事
業
䥺 

所
長 

相
談
支
援
事
業
所
も
り
た 

地
域
生
活
支
援
事
業
䥹
相
談
支
援
事
業
䥺 

所
長 

グ
ル
䤀
プ
ホ
䤀
ム
太
陽
の
家 

所
長 

青
森
県
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業 

園
長 

 



第
十
四
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
䣍
福
祉
サ
䤀
ビ
ス
苦
情
解
決
の
取
り
組
み
に
関
し
必
要
な
事
項
は
䣍
管
理
者
が
定
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

 

附 
則
䥹
平
成
一
六
年
告
示
第
七
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
一
八
年
告
示
第
二
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
一
八
年
告
示
第
九
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
二
○
年
告
示
第
五
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
二
六
年
告
示
第
六
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
二
六
年
告
示
第
一
二
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
二
八
年
告
示
第
四
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
二
九
年
告
示
第
六
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
三
○
年
告
示
第
五
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
䣍
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
平
成
三
一
年
告
示
第
四
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

附 

則
䥹
令
和
二
年
告
示
第
七
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 



 
 

附 

則
䥹
令
和
三
年
告
示
第
七
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
䣍
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
䣎 

附 
則
䥹
令
和
四
年
告
示
第
八
号
䥺 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

附 

則
䥹
令
和
六
年
告
示
第
五
号
䥺 

こ
の
要
綱
は
䣍
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
䣎 


